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新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について 

 

 

 本日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウ

イルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「ＢＡ．５系統への置き換

わりを見据えた感染拡大への対応」をとりまとめたところであり（別紙１参照）、ま

た、併せて、昨日開催の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言（別紙２～４参

照）等も踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下「基本的対

処方針」という。）を変更しました（別紙５及び別紙６参照）。 

 各府省庁におかれましては、「ＢＡ．５系統への置き換わりを見据えた感染拡大へ

の対応」や変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、新型コロナウイルス感染

症対策を着実に実施していただくとともに、所管団体及び独立行政法人等への周知徹

底を図っていただくようお願いします。 

 

（別紙１）BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応 

（別紙２）第７波に向けた緊急提言 

（別紙３）効果的に感染拡大を防止しながら、社会経済活動を維持していくための 

検査の活用について 

（別紙４）感染拡大防止のための効果的な換気について 

（別紙５）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

令和３年 11 月 19 日（令和４年７月 15 日変更） 

（別紙６）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

 

基本的対処方針が変更されたこと等を踏まえ、新たな基本的対処方針に基づく感染症対

策の継続的かつ着実な実施と所管団体及び独立行政法人等への周知をお願いするもので

す。 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室（総括２班） 

担当者：八重樫、武内、中西、上田、佐藤、柴山 

 

TEL：03-6257-1309 

 

MAIL：g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp 

FATOH
テキスト ボックス
別添１


